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▼問い合わせ
　丹羽広域事務組合 消防本部 予防課　☎（95）5158

丹 羽 消 防 署丹 羽 消 防 署 119番119番
◆住宅防火 いのちを守る７つのポイント！

①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　就寝時間帯の火災で亡くなられる方が多いため、寝て
　いるときにも火災に気づけるよう住宅用火災警報器
　を設置しましょう。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、
　防炎品を使用する。
　寝タバコから寝具等に着火し、延焼拡大する火災が多
　くあります。火が燃え移らないよう防炎品を意識して
　使用しましょう。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置
　する。
　てんぷら火災などでは、水をかけると水蒸気爆発等を
　起こすことがあります。一家に 1本消火器を備えま
　しょう。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
　協力体制を作る。
　ご近所さんが先に火災に気づいたり、初期消火をして
　被害が最小限に収まることもあります。ご近所さんと
　協力体制を築きましょう。

 火災を防ぐ習慣３つ

①寝タバコは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

◆住宅用火災警報器も交換が必要？
　住宅用火災警報器は上の記事にもありましたが、皆さ
んや皆さんの家族の命を火災から守るためのものです。
一般住宅の場合、寝室と階段の２カ所に設置が義務化
され、現時点で義務化から約 10年が経ちます。古くな
ると、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知し
なくなることがあるため、交換が必要になります。交
換の目安は、住宅用火災警報器を設置してから約 10年
です。設置年月、製造年は本体に記載されていますので、
確認してください。

　点検ボタンを押すか点検ひもを引っ張り、作動確
認を行いましょう。正常ですと音が鳴りますが、作
動確認をして反応がなければ本体の故障か電池切れ
の可能性があります。少なくとも１年に２回は、作
動確認をしましょう。

 対策４つ
 定期的な作動確認の実施

　住宅防火の記事にも記載しましたが、住宅火災で
は、逃げ遅れが原因で死亡するケースが多く、特に
就寝時に犠牲になる危険性が高くなっています。こ
のため、必要最低限の負担で効果の高いと考えられ
る場所として、寝室に設置することとされました。
また、寝室が２階にある場合などでは、階段にも設
置することとされています。これは階段が火災によ
る煙の集まりやすい場所であるとともに、２階など
で就寝している方にとっては、ほとんどの場合唯一
の避難経路となるからです。
◎住宅用火災警報器については、丹羽広域事務組合
　消防本部のホームページに詳しく載っていますの
　で、ご覧ください。

 なぜ寝室や階段に設置が必要か

 設置年月、製造年の
 確認方法

※こちらの写真はあくまで例であり、確認方法が違う場
　合もあります。

本体の裏側に製造年月
が記載されています！

“ はずす ” の方向に
回します。
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7 月 8日～ 8月 7日分

　日本赤十字社愛知県支部扶桑町分区へ上記の金額が寄せられました。
ご協力ありがとうございました。

◆東日本大震災義援金
　（役場義援金箱） 

金     1,726 円            
◆平成 28年熊本地震災害義援金
　（役場義援金箱）

金     1,237 円
◆平成 29年 7月 5日からの
　大雨災害義援金（役場義援金箱）  

　金        166 円
◆平成 30年 7月豪雨災害義援金
　（役場義援金箱）

　金        470 円
◆令和元年 8月豪雨災害義援金
　（役場義援金箱）

　金        907 円
◆令和元年台風第 19号災害義援金
　（役場義援金箱）

　金     1,839 円
◆令和 2年 7月豪雨災害義援金
　（役場義援金箱）

　金   28,647 円

義　援　金

◆令和２年７月豪雨義援金
　（寄託者）
　（扶桑中学校生徒会）

金    23,220 円
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